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   Ｇ０９Ｂ  29/00     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月3日(2010.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
自らの絶対位置情報を取得する絶対位置取得手段と、電話回線による無線通信手段と、前
記無線通信手段により外部から地図情報を入手する地図情報入手手段と、前記地図情報入
手手段が入手した地図情報を記憶する記憶手段と、前記絶対位置取得手段と前記記憶手段
に応答して絶対位置情報に基づく位置を地図情報に基づく地図上で表示する地図表示手段
とを有することを特徴とする位置表示装置。
【請求項２】
前記絶対位置取得手段は、前記電話回線による無線通信手段とは独立に自らの絶対位置情
報を取得することを特徴とする請求項１記載の位置表示装置。
【請求項３】
前記地図情報入手手段が入手する新たな地図の範囲を決定する決定手段を有することを特
徴とする請求項１または２記載の位置表示装置。
【請求項４】
前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている地図情報と共通する地域を含む地図情報
を前記地図情報入力手段に入力させることを特徴とする請求項３記載の位置表示装置。
【請求項５】
前記決定手段は、前記記憶手段に記憶されている地図情報に隣接する地域の地図情報を前
記地図情報入力手段に入力させることを特徴とする請求項３または４記載の位置表示装置
。
【請求項６】
外部の絶対位置取得手段が取得した絶対位置情報を受信する無線通信手段を有し、前記地
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図情報表示手段は、前記記憶手段が提供する地図情報に基づく地図上で自らの絶対位置情
報に基づく位置と外部の絶対位置情報に基づく位置を互いに識別可能に表示するとともに
、前記決定手段は自らの絶対位置情報と外部の絶対位置情報に基づいて前記地図情報入手
手段が入手する新たな地図の範囲を判定することを特徴とする請求項３から５のいずれか
に記載の位置表示装置。
【請求項７】
前記地図情報入手手段は、前記記憶手段の残記憶容量が所定以下であると新たな地図情報
の入手を禁止することを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の位置表示装置。
【請求項８】
前記地図表示手段によって長期間使用されていない地図情報を前記記憶部から削除する削
除手段を有することを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の位置表示装置。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
電話回線による地図情報の入手に関する本発明の具体的な特徴によれば、新たな地図情報
の入手が必要かどうかを絶対位置情報に基づいて判定する判定手段を有するものとするこ
とができる。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１３】
本発明の他の詳細な特徴によれば、地図表示手段によって長期間使用されていない地図情
報を前記記憶部から削除する削除手段が設けられる。これは、限られた記憶容量を使用者
の関心の高い地図情報に更新する上で有用である。 
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